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排除のない地域づくりの
創造に向けて

１ 排除のない地域づくりの目的

・自立支援事業では「地域づくり」を進めていく事が
不可欠である

・その理由は、生活困窮である事は、単に経済的
困窮だけでなく、社会的に孤立している事が多
いからである
・本人の自立においては、何より本人が生きようとする
事が土台となる、そのためには、本人が何らかの社
会関係を取り戻せるように、地域の中で居場所や役
割りを確保し参加できるようにしていかなければなら
ない
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○地域づくり

・地域とは様々な人を受け入れ、お互いに支え合う場
であると同時に、時には異質な人々を排除してしま
うという側面もある

・様々な差別や偏見を解消し、排除しない地域づくりを
進める必要がある

○生活困窮者支援での地域づくりに必要な視
点は、自立生活ができるような地域をつくると
いうこと

・個別支援と地域へのアプローチを一体的のとらえて
「その人」が暮す生活基盤としての地域をより良くし
ていくということ
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２ 地域づくりに必要な視点

（１）私達の問題ととらえる視点

・「一人ひとりの問題」を「私達の問題」としてとらえ
る認識がなければ地域全体の問題として解決し
ていく事は出来ない

・まず支援員がそうした視点を持ち支援する

・地域の中に潜在的ニーズを持つ人多くいる

・一人の支援員の支援には限界があり、多くの
人々と連携、協働して解決に当たる必要がある

・問題の共有化が出来て、地域の問題として取り
組めることになる
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（２）「無関心・自分ごとと考えない」を
どう変えるか

・個人の関心は、インフォーマルなネットワーク内でのつ
ながりにとどまる傾向が強い

・このつながりから外にある人への関心は持ちにくい

・つながりの外側にある人との出会いやそこでの活動と
の出会いの機会作りが大切

・自分の関心やネットワークとは異なる人との出会える
場、学習、共同企画、活動を通じて関心がなかったり、
つながりがなかった人々とのつながりが生まれる

・活動が継続する事でつながりが広がり、一人一人の従
来のネットワークや活動に、従来とは異なる人々や活
動への関心が生まれる可能性が広がる
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（３）生きづらさをかかえた人の
支援プロセスを通じた「地域づくり」の意義

○生きづらさをかかえた人は地域社会が改善すべき事を教え
てくれる存在

・生きづらさをかかえた人が抱える、多様で複合化した課題は、
地域に多くの課題がある事であり、この現実を認識し、地域
で受けいれ、社会参加の場や居場所をつくり出すために知
恵を出し合い、工夫することで地域のあり方が変化する

○このような地域を創る事で、生きづらさをかかえた人が、自立
に向かおうという意欲が出てくる。自立できる地域づくり、地
域システムづくりをめざす

○行政、福祉関係機関、住民、企業、ＮＰＯ等の協働が不可欠、
生きづらさをかかえた人の支援システムをつくるプロセスを
通じて新たな地域づくりコミュニティづくりが進展する
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（４） 「地域づくり」の留意点
①共感にもとづく連帯の支援

○制度の利用、他者の援助を受けなくなる事を援助の
ゴールにするのではなく、必要に応じては制度・
サービスを継続的に利用しながら、他者とのかかわ
りで生きていく力、一方で自らも社会参加・社会貢献
の役割を果たしていく

○生活困窮者を支援や、サービスの利用者と位置付
けるのではなく、生活の当事者と位置付け多様な
ニーズと可能性を実現していく「共感にもとづく連帯
の支援」が必要
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②地域住民が主体であること
・「住民主体の原則」地域を作り上げていくのはそこに暮
す住民自身である

・住んでいる地域住民の意思や選択を尊重し、主体的に
自分たちの地域の問題解決にあたっていく事が出来
るように支援員は援助する

・生活困窮者支援の分野に住民の理解が十分とは言え
ない状況である、無関心、批判的、拒絶、反対する事
もある

・支援員は、地域の問題に必要な介入をしていく事から
始まる、しかし、支援員主導を続けると、支援員に依
存する関係が固定化する、支援員が抱え込むことに
なる

・地域住民が主体的に地域づくりに参加していくために
は、地域住民の主体性を育む取組が必要
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3 地域づくりをどこから始めるか

（１）個別支援を通じた地域づくり

・地域での相談できる人を複数つくる

幼馴染や、過って職場の同僚だった人等

も含め話しやすい人を探し出す

・定期的な訪問

・民生委員・児童委員、ボランティア等の協力

・近隣との関係づくり

・同年代の集まり、行事に誘う
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（２）事業・活動の企画・実施を通じた地域づくり

○安心して過ごせる居場所づくり
・企画への参加が協力者をつくる
・場所の確保、資金の確保
・誘い、共に過ごすボランティア

○社会参加のプログラムづくり
・ボランティアセンターやボランティアグル－プの力を
借り、ボランティア体験プログラム
・仕事体験プログラム、グル－プでの体験、多種類のプロ
グラム、高齢者・障害者の支援プログラム等
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社会資源の活用と連携・協働
１社会資源とは

○概念

・ニーズを充足されるために（生活困窮者支援）用いられる、
有形無形の資源である

・制度、機関、人材、資金、技術、知識等の総称

・支援員のみが活用するものではなく、本人が活用できるよう
支援員は必要な社会資源を調整する役割も求められる

○整理

・整備する地域単位、運営・設置の主体別、フオーマル・イン
フオーマル
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○フオーマルな社会資源

・制度化された資源

行政によるサービス、公的サービスを提供
する民間組織によるサービス

・特徴

サービス適用に関する評価基準、利用手続
き等が設定されている、安定した継続性ある
サービス供給、専門的サービス供給が期待
できる

利用者に対する柔軟性が課題となる
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○インフオーマルな社会資源
・制度化されていない資源

家族による一時的なサポート、親戚、友人、知
人、近隣の人、ボランティア、自治会等
・特徴

利害関係を含まない愛情や善意を中心に成立、
柔軟なサービス提供、体制構築が容易
継続性、安定性、専門的ノウハウが弱い

○支援員は地域の社会資源を把握し、特徴を認
識しつつ、長所・短所を補完する形で最大限活
用する。本人も社会資源を認知し主体的、選択
的に活用する事で自立生活につながる事が望
ましい
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（２）インフォーマルな社会資源

・フオーマルな社会資源で全て支援が完結するわ
けではない、地域住民の取組が重層的に存在
する事が必要

・生活困窮者の早期把握や見守りにはインフォー
マルな活動・協力が不可欠

・住民の主体的活動は、支援員が一方的に活用す
る見方をしていたのでは力を十分生かす事がで
きない

・生活困窮を皆で解決していこうとする地域が、全
ての住民にとって住みやすい地域となる事を示
す事が必要
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（３）社会資源の活用

○社会資源の把握

・生活困窮者支援を効果的に進めていくために
は地域の社会資源を最大限に活用する事が不
可欠、そのために、まず、社会資源を把握する

・統計調査・福祉計画を調べる、関係機関・組織
一覧作成、関係者と顔見知りに、意見交換でき
る機会の企画・実施、インフォーマルな資源と接
する機会の確保

・社会資源研究会などの組織化

行政や、関係団体で少人数で集まり検討する
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（４）社会資源の開発

① 地域の関係者とともに社会資源開発を行う
・既存の制度だけでは援助出来なかった人たちを支援するためには、
新たな支援プログラムやサービスが必要になる、社会資源の開発
なしには生活困窮者支援は成り立たない

・「周りの人たちに共感してもらうこと」が重要

・施策、予算の手段有する行政、機動的で柔軟な対応に強みがある
インフォーマルな主体が協働し必要な社会資源を開発していく

・ストーリー（物語）のよって当事者と関係者、個人と地域、問題と社
会がつながる、物語を通して共感が生まれ納得され、能動的に
ネットワークが構築される

・社会資源の開発には「意味づけ」が大切、内発的、主体的活動は継
続される

・「地域社会の資源である」という視点重要
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②中間的就労の場の創出・開拓

・生活困窮者の中には、すぐには一般の事業所では仕
事が出来ない人がいる、将来の一般就労を目指し「中
間就労」の利用の機会を提供する

・中間就労は一般就労に向けたトレーニングの機会であ
るとともに定期的アセスメントが講じられる事を前提に
社会参加の場としても利用される場合もある

・自治体とともに中間就労を行う事業者を創出・開拓す
る事が重要

ハローワーク、就労支援事業所、商店街、商工会議所、
社会福祉法人、障害分野の就労継続支援Ａ型、Ｂ事
業所

中山間地域では官民協働の取組特に必要小さくても
様々な仕事があり、働く場となりうる
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18

組織されることで、社会資源は
役割を果たす

・社会資源はそこにあるだけでは役に立たない

・問題解決ニーズ充足のために組織されて始
めて社会資源の役割を果たす

・役立つように組織する事、必要な社会資源を
創り出す事が大切



CSWと生活困窮者自立支援

豊中市社会福祉協議会の実践から

社会福祉法人 豊中市社会福祉協議会 勝部麗子

マスコットキャ
ラクター“びーのん”
よろしくね！！



１,豊中市社協の経緯
昭和58年 法人格取得

昭和62年 賛助会費導入 *福祉のまちづくり講座、給食サービス
平成 4年 校区ボランティア部会設置事業

福祉作業所連絡会…なかまの店
平成 7年 阪神淡路大震災

平成 8年 小地域福祉ネットワーク活動

平成13年 介護相談員派遣事業

平成15年 こころのボランティア講座・ちょボラサロンへ

平成16年 地域福祉計画を市と協働で作成

福祉なんでも相談窓口を各校区に設置

*地域福祉ネットワーク会議、CSW配置
平成18年 運営推進会議へ参画

平成21年 福祉公社と統合

地域福祉権利擁護センター地域福祉活動支援センター

安心生活創造事業

平成23年 パーソナル・サポート事業

平成25年 生活困窮者自立支援モデル事業



2，校区福祉委員会活動

個別援助活動･･･見守り・声かけ活動・個別支援

グループ援助活動･･･ふれあいサロン

世代間交流・ミニデイサービス

会食会・子育てサロン

その他･･･災害時の安否確認事業

子どもの安心安全見守り活動

福祉なんでも相談窓口



校区福祉委員会活動

福祉なんでも相談窓口（小学校区ごとに設置）
・身近な福祉相談の実施と専門機関への取次ぎ
・地域住民が集う、交流ふれ合いの拠点
・福祉サービスに関する情報、ボランティア
情報、地域福祉活動情報の受発信
・概ね週１回、２時間開設



豊中ライフセーフティネットの仕組み

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
（ＣＳＷ）

市 民

福祉なんでも
相談窓口

★地域福祉ネットワーク会議★
CSWが主催する、分野を超えた専門職による連
携。行政の福祉関連部局、地域包括支援センター、
福祉施設、保健師、保育士などが参加。

★ライフセーフティネット総合調整会議★

関係行政機関などが集まり、地域課題やその解決に向けて協議。子ど
も家庭センター、保健所、行政機関の代表などが参加。



コミュニティソーシャルワーカーの
取り組み

公民による支援のコーディネート
行政制度でサポート
ボランティアによる支援
校区活動による支援
困難事例についてはケース検討会

本人・地域住民・民生委員など
関係機関職員

行政担当課、保育所・施設など
福祉なんでも相談窓口

大阪府の定めるＣＳＷ
養成講座を修了しています

●福祉なんでも相談窓口のバックアップ
・社会的援護を要する人々への対応
・複数機関の連携による支援が必要なケース
・公民協働でのサポートが必要なケース
・地域との関係調整が必要なケース

●地域福祉ネットワーク会議の運営
●地域福祉計画の支援
●セーフティネットの体制づくり
●要援護者に対する見守り・相談

コミュニティソーシャルワーカー(CSW)の役割は？



３，コミュニティソーシャルワーカーの
取り組み 個別支援から仕組みづくり

協働プロジェクト
・福祉ゴミ処理プロジェクト
大量ごみの処理についてのルール化を図る

・徘徊SOSメールプロジェクト
携帯電話を使ってのまちぐるみのネットワーク

・各種交流会の開催 同じ立場の介護者をつなぐ
・高次脳機能障害者家族交流会＆自主グループ化
・広汎性発達障害者の家族交流会＆自主グループ化
・男性家族介護者交流の集い
・若い家族介護者の交流会

・８カ国語の地域福祉ガイドの作成



4,生活困窮者の対象
緊急度 高い

高齢、障害など 多重債務・リストラ・けが

Ａ Ｂ

就労までの距離

遠い 近い

ニート・ひきこもりなど 就労のつまずき

Ｃ Ｄ

低い



5,豊中の総合相談とアウトリーチ
地域住民・なんでも相談・事業所・大家、管理組合・貸付・学校・民生委員等

↓
生活困窮案件・サービス拒否・ひきこもり 等のケース

↓
アウトリーチ 伴走型支援

↓
アセスメント

↓
モニタリング 緊急対応・経済再建支援・生活支援

↓
出口支援

居場所 就労準備 就労支援 就労

行政の窓口は公共料金の滞納世帯が把握



6，豊中の生活困窮者支援①
生活困窮者支援緊急支援

貸付、日常生活自立支援、なんでも相談などからの生
活困窮者の伴走支援→CSWへ
(緊急対応、多重債務整理、年金手続き、住
宅探し、制度利用、就労支援等)
善意銀行の生活困窮者貸付

物品提供(衣類、食糧)
老施協 社会貢献費用との連携



豊中の生活困窮者支援②

CSWの相談の中で対応が難しかった就労まで距離のある若年の支
援(ニート・ひきこもり・リストラ・ホームレス等)
→就労準備的な活動 *本人との目標設定(PSプラン)

居場所→就労プログラム→就労体験→就労

①居場所…週4回(生活面と自己肯定感、仲間意識)
②就労プログラム2時間一コマ 活動費支給

③就労体験…新聞配達、団地の草ひき、買物支援等
→職域開発地域のネットワーク発揮 活動費支給

④就労訓練…パートで一定期間仕事に就く(この間就活)
⑤就労支援…就労支援センター・ハローワークとの連携



ステップアップ

一般就労

就労準備

就労体験

中間的就労

居場所参加

アウトリーチ

家庭訪問
家族会参加

生活支援 1000円/2H 新聞配達 就職活動
地域就労支
援センター

OB会



事例1 ホームレス
地域の方からの連絡

公園への巡回相談＊雨の日・雪の日

サービス拒否・支援拒否

本人の希望により添い支援約束

生活保護申請（再度ためらう）

家探し 生活用品選び 在宅生活スタート

＊民生委員 日中活動支援 居場所づくり



事例2 リストラ・生活破綻
近隣からの相談

家庭訪問（接触できず何度も訪問）

本人と遭遇・面談約束

面接（生活の問題整理・制度紹介）

生活保護 債務整理

就労励まし＊市に本人の代弁

就労決まる ＊毎日報告にくるようになる



事例3 生活困窮
自殺未遂の連絡が保健所から入る

家庭訪問（ライフラインが止まる・多重債務）

家庭訪問(お米と短期貸付)

面接（生活の問題整理・制度紹介）

就労支援 債務整理・家計支援

就労励まし

就労決まる ＊毎日報告にくるようになる



事例4 被災者支援
震災で豊中へ転居

公営住宅へ入居手続き

巡回相談・物資支援を行う

何もすることがない・農業がしたいと涙ぐむ

家族交流会 農地探し 地域情報提供

冊子づくり 農地提供 農業指導 就労



事例5 ひきこもり
母親からの相談

家族会・学習会 本人への面談

居場所づくり・就労体験

オーダーメイドの仕事づくり(手記・詩集・漫画）

就 労



事例６ 50代中途障害者の就労支援
脳卒中で職場を退社

親の介護をしながらリハビリ

両親を失い住宅ローンに悩み酒びたりの日々

近隣から敬遠されるようになる

生活保護と介護保険の申請(サービス拒否)

就労を約束

生活改善 就労準備 ローン設定変更



豊中びーのプロジェクト
これまでのあゆみ

平成２２年度は、これまで通り、年２回の交流会、月１回の
「一歩の会」の集まりを続けてきました。

「一歩の会」では、「親亡きあと、子どもはこのまま暮らし
ていけるだろうか？」「いつも家に引きこもってしまってい
るから、昼間の居場所ができれば…」といったことをずっと
語り合っていました。

でも、語り合うだけでは、何も進みません。

平成２３年度に、市から事業の委託を受け、「豊中びーの
びーのプロジェクト」と題して、これまでなかなか一歩が踏
み出しにくかった人たちを対象に、昼間の居場所づくりや、
理解の輪を広げていくために、発達障害者の支援者養成研修
に取り組むこととなりました。



豊中びーのプロジェクト

対象：発達障害，引きこもりなどで就職に

距離がある人

活動費：１コマ（10:00～12:00，

13:30～15:30）につき500円

あらかじめ、プログラム予定表を作成し、

参加したいプログラムにエントリーしてもらう

★プログラム参加の中でオーダーメイド型の

支援を行う



プログラム進捗状況（園芸）

稲刈りやたけのこ掘り
にもチャレンジ



プログラム進捗状況（手作り）

手作りプログラムで作成した
エコクラフトのかごの作り方
を出前で講座



プログラム進捗状況（手作り）

・自分史作り
漫画班と協力して、ホームレ
スの体験を４コマ漫画に。

びーのニュースでも

好評連載中！

「たつみんの放浪日記」

原稿作りにはげむ作者

出版社との打ち合わせ



プログラム進捗状況（手作り）

・福祉マンガの発行

コミュニティ

ソーシャルワーカーの

役割や仕事を紹介する

漫画を作成



プログラム進捗状況（パソコン）

パソコンプログラム

サポーターの協力により、

メンバーの希望に合わせて実施

・タッチタイピング

・ワードでチラシづくり

・表計算で物産の在庫管理

・ホームページ作成

など

↑パソコンプロ
グラムでびー
ののリーフレッ
ト作成



プログラム進捗状況（カフェ）

カフェプログラム

東豊中校区社会福祉委員
会主催のカフェ「ゆう♡ゆ
う」のお手伝い

おそろいの手作りのエプロンを

つけて地域福祉活動支援センタ
ーにて出張カフェも実施



プログラム進捗状況（就労体験）

就労体験プログラム…ジョブサポーターと共に仕事を体験

・出前市場のサポート…府営住宅での出前市場の際、

お買い上げの商品を家まで運ぶ

・情報誌、夕刊配達



プログラム進捗状況（就労体験）

就労体験プログラム…ジョブサポーターと共に仕事を体験

・草引き

・デイサービスでの介護体験

★びーのでの経験を糧に、就職できたメンバーも…

定期的にOB会を開催



生活困窮者自立支援 総合相談の10の鍵
入口と出口づくり

入口 早期発見ネットワーク 解決力が発見力

出口 一般就労だけが出口ではない

ひとりひとりの役割がある

本人の自己肯定感を高める 徹底した本人尊重

翻訳機能 行政と本人 事業所と本人 地域と本人

SOSを言える気づける地域づくり
知ることによって優しさが生まれる

開発力 ないものは作る セーフティネットを作る事業

緊急小口資金・フードバンク



できる・できないのジャッジのワーカーではいけない

本人の生活から支援を組立てる

家族全体の見立てが大切

包括から見たら虐待?  息子支援は?
保護か?就労支援?

スモールステップを積み上げる 本人と目標を共有する

諦めない心 人生をあきらめかけて人を支える私た
ちが先に諦めてはいけない

援助関係づくり サービス拒否は支援者が拒否されてる

あなたを心配している。苦しい思いを受け止める

社会資源の活用は本人が主体化しないと始まらない



生活困窮者支援を通じた地域づくり

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会

副代表 櫛部 武俊

平成28年度
自立相談支援事業従事者養成研修









セーフティーネットの概念図（大阪市立大五石先生）

状態像 対人サービス 行政 機関 セーフティネット

直ちに就労できる 職業紹介 国 ハローワーク 第1

働くことはできるが ケア+就労支援 対応窓口の整備 第2
直ちには難しい者

就労が難しい 地域福祉 基礎自治体 福祉事務所 第3
ケースワーク コミュニティー



で

• ＣＬＣ 生活支援コーディネーター養成テキストから抜粋











釧路社会的
企業創造協議会

・自立相談支援
・就労準備支援
・被保護者就労準備支援
・無料職業紹介

社会資源の活用
民間とのパートナーシップ

パートナーシップ

【釧路圏域協議会】生活困窮者庁内連携連絡会議

（釧路生活困窮者自立支援検討委員会）

管内７町
村社協

自立支援
プログラム
参加団体

法テラス

庁内関係各課

生活福祉事務所
商業労政課 管内関係機関

ハローワーク

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

企業者

地域のハブ（人・情報・サービスの
結節点）めざす・・・・ きぼうくしろ

民生委員・保護司







取り組み事例について



包括的な相談支援システム構築事業について
以下のような具体的な試みを通じて、協働による包括的支援体制を構築する。

美原部会
就労支援
部会

リノベーション
部会

音別部会

ま ち し ご と
ボランティア等を活用した新たな社会資源の創出

課題
資源課題

資源
資源 課題

地域における包括的な相談支援システムの構築

相談支援包括化推進会議
情報共有・評価・コンサルテーション



平成２８年度 自立相談支援事業従事者養成研修

【講義と演習⑦】 生活困窮者支援を通じた地域づくり

広域連携の取り組みについて

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会
相談事業部 自立支援グループ 山﨑 博之

平成28年7月20日（水）



77市町村
（19市、23町、35村）

◆長野県の概要

10圏域



◆生活就労支援センター “まいさぽ”

県が設置する相談支援拠点（町村部）

「長野県生活就労支援センター」
市は「○○市生活就労支援センター」

愛称は“まいさぽ”
で統一して広報、普及







まいさぽ出張相談所の概要

県社協が県内の58町村社協と個別に業務委託契約を締結

＜委託業務内容＞

○まいさぽ出張相談所（初期相談窓口）の設置

○初期相談の受付、まいさぽへの連絡

○相談場所の提供

○必要に応じて、相談への同席、支援の際の同行

○事業の広報の協力

○地域資源（就労体験先、社会参加）に関する
情報提供、紹介

まいさぽ支援員が各町村を訪問し、相談者の様々な相談に応じると
ともに、関係機関と連携した支援体制づくりのお手伝いをします。



まいさぽ出張相談所 事業推進会議の開催

○目 的
生活困窮者自立支援制度は、包括的・継続的な支援を提供し、個人の自立とともに、社会資源

の活用や開発、中間的就労など多様な働く場や社会参加の場の創出等、新制度を通じた地域づく
りも目指している。
福祉事務所が設置されていない町村部においては、9か所のまいさぽ（県センター）と、出張

相談所（町村社協）との連携が重要であり、広域的な連携・支援による町村部の総合相談・地域
生活支援体制の構築のあり方について検討する。

○検討内容
①「生活困窮者に対する町村部の総合相談・地域生活支援の仕組みづくり」
各町村社協が民生・児童委員や各種専門機関と連携し、実施している総合相談機能や生活支

援の取り組みと生活困窮者支援との連携・活用について検討する。

②「住民参加による生活困窮者支援に関する地域のネットワークづくり」
生活困窮者の個別支援を通じて、生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワーク

の構築など地域づくりを検討する。

③「生活困窮者支援に関するボランティアや社会資源開発の取り組み」
支える、支えられるという一方的な関係ではなく、「相互に支え合う」地域づくりを目標に、

地域の人材育成、社会資源開発等について検討する。

○会議出席者
町村社協職員（係長、福祉活動専門員等）5名、まいさぽ支援員 2名
事務局（県社協相談事業部長、自立支援グループ職員）



心配ごと相談など福祉の総合
相談において、以前より相談
内容が福祉よりのものが多く
なってきた。今後は、まいさ
ぽとの連携が必要！

小さい町村社協で担当職員が
1人。相談先に“まいさぽ”が
入ったことは心強い！

“まいさぽ”につないだ相談者
はその後どうなった・・・？
その方はその後も地域で暮らし
続けているので、社協としても
関わっていく必要がある。
そのためには情報連携を！

困窮者支援については、今まで
相談する場所が無かったので社
協の総合相談で行っていた。ま
いさぽができたことで社協とま
いさぽともっと情報交換しあえ
る関係を築いていきたい。

まいさぽ出張相談所 事業推進会議より



まいさぽ出張相談所 事業推進会議からの取り組み

村内全戸配布で募集を出したとこ
ろ、缶詰やそうめんが集まった。
米と野菜は置いておけないしいつ
来るかもわからないから、提供者
をリストにして、必要なときに相
談できるようにした。

ボランティア活動の仕組みとして、
「無理なく、手軽に」
そして、住民に自分ごととしてと
らえてもらうきっかけに！

小さな村であると食糧支援が誰か
ら誰にということが分かってしま
うかも。
村内だけでなく、広域的に“まい
さぽ”が調整してもらうと支援が
しやすくなる。



◆ 地域生活支援体制モデル事業の実施





『“縁側あさひ”の
活用による児童・
生徒に対する学習
支援及び居場所づ
くりなど含めた相
談支援』

子どもの学習や食
の支援が必要な家
庭に着目し、拠点や
支援者（地域ボラン
ティア）を活用する
ほか、地域のつな
がりを作ることで孤
立予防や、子どもだ
けでなく家庭への支
援につながる

『生活に困窮する
方々も対象にした
コミュニティス
テーション“に
こっと”の開設』

プチバイト実施後、
就労や福祉サービス
の利用ができるまで
の間に、引き続き仲
間らと集える居場所
が必要。個人・地域
ボランティアと交流す
ることにより共感が
生まれ、地域とのつ
ながりに期待

住民ニーズの的確な
把握に基づく小地域
単位での生活支援
サービスづくり

生活困窮者を含めた高齢者等の
課題把握を行い、明らかになった
福祉ニーズを地域住民が共有する
ことにより、福祉サービスの新たな
担い手の発掘や養成に向けての
取り組みに結びつけられる

地域包括支援セン
ターとの協働による
地域ニーズの把握に
ついて

福祉サービスの受け手
と担い手の構図から新
たな相互関係による地
域づくりの再構築

生活困窮者等の支援ニー
ズを要する方々が、“居場
所”と“役割”を持つことで、
孤立の解消とともに就労準
備に向けての支援につな
がることを期待

現在の村の状況について、
“知っている部分”と“知らない部
分”を再確認しながら、調査結果
を「見える化」することができる
（地域・介護の部門の壁を越え
た取り組みに向けての素地がで
きる）

◆ 地域生活支援体制モデル事業の実施



◆ 社会福祉法人との連携

長野県社会福祉法人経営者協議会 実施



プチバイト事業を利用
して、地元企業の協力
やうまくいけば町内で
就職ができないかと特
別会費を納入している
企業回りを実施。

プチバイト事業から入り、
その後中間的就労につな
げていけたらと思う。
もし、能力等が高ければ、
即採用という流れも作っ
ていきたい。

隣接する“まいさぽ”
と連携し、プチバイト
事業をステップにして
就職につながった。

（※プチバイト事業：就職活動応援金付職場体験事業）

まいさぽ出張相談所事業推進会議より



◆ 生活困窮者支援を通じた地域づくり情報交換会

＜目 的＞
生活困窮者支援を通して、さまざまな分野の社会資源の連携を促進し、また、
これらの活性化を図り、官・民・地域住民等が協働で、生活困窮者の支援を通じ
た「地域づくり」に取り組む各地域での事例を共有しながら、生活困窮者の支援
に理解のある参加型包摂社会の創造について検討する。

＜協議内容＞
●生活困窮者支援を通じた社会資源の発見と開発について
（居場所、役割、社会参加、就労準備、中間的就労、緊急支援等）

●生活困窮者支援を通じた地域づくりとネットワークについて
（生活困窮者支援に必要な様々なネットワークの構築、地域との協働の取り組み等）

●生活困窮者支援に理解のある参加型包摂社会の創造について
（社会的孤立・社会的排除への対応、地域住民への福祉教育の推進等）

＜出席者＞
（第1回）自立相談支援事業を受託する市の社会福祉協議会職員等



○ボランティアではなく“One Job”
若者に関心をひくネーミングを考える

○“Kワーク”のKは軽作業
企業の協力を得て、内職的軽作業を企

業の敷地内で場所を確保して実施。
まいさぽが仕掛け、それを民間でどう

受けてもらい、地域でどう育っていくか。

社協の強みであるボランティア
センターは、 “お話し好きのお
ばちゃんたち”が活動しており、
ソフトに受け入れてもらい、そ
れほど負担なく参加でき、外に
出るきっかけに。

生活困窮者支援を通じた地域づくり情報交換会より

社会的孤立者の居場所“ぷりむら”を実施。
“まいさぽ”から“ぷりむら”へ、“ぷりむ
ら”から“まいさぽ”へ
など、社協独自の取り組みとしてワン
クッションの場になり、相乗効果がある。
⇒社協の取り組みの強みは参加が誰でも
OK

住民同士の支え合い活動「見
守りとうど衆」という事業が
ある。困窮者支援も絡めてい
きながら、住民一人ひとりの
課題を地域課題として捉えて
いけられるような仕組みを
作っていきたい。



生活困窮者支援をベースに地域づくりを考えていくこ
とは、Aさん、Bさんが実際に困っているということを根
拠に地域を巻き込んでいける強みがある。

一方、
「あの家は○○」だから…

人のとらえ方を家でとらえるという昔ながらの地域文
化に対して、社協が今一度、疑問を逆提案していく必
要を感じる。
地域に対して言えるのが“社協”であり、そうした地域
を変えていかなければ、生活困窮に対して“困ってい
る” “年収何百万円以下”などのレッテル貼りだけに
なってしまう。

生活困窮者支援を通じた地域づくり情報交換会より



支援人材等育成研修の実施
(信州パーソナル・サポート事業 県社協受託)



支援人材等育成研修の実施
(信州パーソナル・サポート事業 県社協受託)



○第１回 【基礎編】 ４月２１日（木） ６６名参加
（対象）まいさぽ支援員、福祉事務所ケースワーカー・就労支援員等
・講義「まいさぽの実務」 ・演習「相談支援業務におけるアセスメントとプランニングの視点」 ほか

○第２回 【事業推進セミナー】 ４月２２日（金） ２５０名参加
（対象）まいさぽ支援員、福祉事務所ケースワーカー・就労支援員、行政職員、民生委員・児童委員、
地域包括支援センター職員、障害者総合支援センター職員、福祉関係施設・団体職員、就労支援関係者等

・基調講演Ⅰ「生活困窮者自立支援法施行から１年 その現状と課題、そして今後の展開」
【講師】厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室 鏑木自立支援企画調整官

・基調講演Ⅱ「生活困窮問題の本質とは ～助けてと言える社会へ～」
【講師】生活困窮者自立支援全国ネットワーク 奥田代表理事

・パネルディスカッション「困窮者支援で地域を創る！ ～個別支援を通じた地域づくり～」
【パネラー】まいさぽ支援員、弁護士、社協職員

○第３回 【就労支援編】 ６月 １日（水） ４９名参加
（対象）まいさぽ支援員、福祉事務所ケースワーカー・就労支援員等
・講義「ハローワークと連携した就労支援」「任意事業・関連事業の活用」

「ユニバーサル就労支援の実践報告」 【講師】社会福祉法人中心会ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ就労支援事務局 伊藤氏

・演習「生活困窮者自立支援制度における就労支援」 ほか

★随時、地域研修の開催

○第４回・５回（１０月開催予定・東北信/中南信 それぞれで開催予定）

平成２８年度 支援人材等育成研修の概要



生活困窮者自立支援制度支援員研修【就労支援編】

生活困窮者自立支援制度支援員研修【基礎編】



支援員連絡会議（地域研修）の開催



地域研修の取り組み

＜目 的＞
近隣のエリアのまいさぽ支援員が集まり、情報交換や共通のテーマの事例
検討などを通じてスキルアップを図るとともに、日ごろの連携につなげる。

＜主な内容＞
●事例検討
（例）ひきこもり（傾向）のケース

●情報交換
（例）企業や社会資源の開拓等について／任意事業の取り組みについて等



◆ まいさぽレターの発行

＜目 的＞
集合型研修に加え、より身近に、また、スピーディーに事業の理念、支援に係る
実務の基本、先進事例等を紹介するため、２～３ヶ月に１度のペースで発行。

＜主なコーナー＞
●研修報告
国研修修了者の報告、県研修・地域研修・連絡会議などの報告

●関連情報
任意事業、フォーマル・インフォーマル支援、関連団体の取り組みなどを
紹介

●まいさぽ情報
各地のまいさぽの取り組みや事業に対する考え方の紹介

●Ｑ＆Ａ
日頃、疑問に思っている制度の内容や支援の方法を紹介

＜特 徴＞
原稿を主にまいさぽ支援員、関係機関担当者、研修講師などが担当





◆福祉だより信州（長野県社協機関紙）への掲載＜毎月2ページ＞

まいさぽ通信
「生活困窮者支援を通じた地域づくり」
に着目して、各地域の生活就労支援
センター『まいさぽ』の取り組みを紹介

まいさぽレター（概略版）
「まいさぽレター」から記事を一部
抜粋して紹介




